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論　　説

　抄　録　特許協力条約（PCT：Patent Cooperation Treaty）に基づく国際出願（PCT出願）制度で
は，国際段階において特許性判断に関する見解書が提供される。しかしながら，このような見解書が，
特にシンガポールのような新興国においてどのように利用されているのか，これまで客観的に把握さ
れていなかった。一方，新興国における特許出願の重要性は高まりつつある。そこで当小委員会では，
日本特許庁（JPO：Japan Patent Office）を受理官庁とするPCT出願を対象として，国際段階とシン
ガポール移行段階の関係について分析を行った。本稿では，その分析結果を報告する。

国 際 第 ２ 委 員 会
第 ３ 小 委 員 会＊
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1 ．	はじめに

国際第２委員会第３小委員会では，これまで，
日本からの出願の多い日米欧中を対象として，
PCT出願及びグローバル出願に関する考察を行
っており，審査ハイウェイの有効性の考察１）や，

各国審査とPCTの国際調査報告（以下ISR）の
特許性判断の比較を基にISRの有効性について
の考察２），３）を報告してきた。本稿では，新興
国における特許出願の重要性が高まることを考
慮し，新興国の審査におけるISRの有効性を考
察することによって，日本の出願人がPCT出願
を有効活用しながら，新興国で効率的な特許権
取得を行うことができる情報の提供を目指し，
ISR有用性についての考察範囲を新興国に広げ
ることとした。
本稿では，新興国のうち，シンガポールに注目

した。シンガポールは，2013年３月にIP -HUB
マスタープランを発表し，アジアにおける知財
のハブになることを目指している。また，特許
出願言語は英語であり，パリ条約，PCT条約等
に加盟しており，日本国内出願を基礎とする優
先権出願，PCT出願からの国内移行，及びこれ
らに対する日本を第１庁とするPPHの利用が可
能である。さらに2015年９月からはPCTの国際
調査機関の業務を開始するなど，知財体制の整
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備が急速に進んでいる。このような背景もあり，
2014年におけるシンガポールへの年間出願件数
は全体（PCT出願からの国内移行を含む）で約
１万件，日本からシンガポールへの特許出願は
約1,400件である。出願数のトレンドは微増傾
向にあり，2010年から2014年の５年間で見ると，
全世界からシンガポールへの出願は約６％の増
加，日本からシンガポールへの出願は約14％の
増加である４）。
また，シンガポールでの特許権取得は，同国

で活用するだけでなく，審査の早い同国から，
ASEAN特許審査協力プログラム（ASPEC）を
通じて東南アジア各国で，効率よく，早期に特
許権を取得するための有効な手段となる可能性
があり５），今後，日本の出願人にとってますま
す重要性が高まることが推測される。
本稿における考察の概要は，PCT出願におけ
る国際段階とシンガポール移行段階の特許性判
断の関係についての分析結果に基づくものであ
る。まず，シンガポールの審査ルートに着目し
た分析，及びシンガポール特有の他国情報審査
の活用の実態の分析を行った。ここでは主に審
査請求日（及び審査請求に相当するタイミン
グ）６）から特許登録までの期間の分析を行った。
さらに，英語PCT出願に着目して国際調査機関
毎に比較分析を行った。
本稿は，2015年度国際第２委員会第３小委員
会の活動の成果であり，秦真也（パナソニック
ヘルスケア，第３小委員会小委員長），田中寿志
（鉄道総合技術研究所），植木達彦（古河電気工
業），上地潤一（理研ビタミン），中島敦（本田
技研工業），三原知浩（武田薬品工業），浅井隆一
（富士電機）が担当した。

2 ．		シンガポール特許審査の特徴と法改正

ここでは，本稿考察に影響のある審査の特徴
及び法改正内容について簡単に触れる７），８）。
シンガポールの特許審査の主な特徴として，

以下の４つの審査ルートを出願人が選択して，
審査請求を行う点が挙げられる。
（A）優先日から13ヶ月以内に調査（Search），
優先日から36ヶ月以内に審査（Examination）
をそれぞれ請求する。
（B）優先日から36ヶ月以内に調査と審査を請
求する（Combined search and examination）
（C）優先日から36ヶ月以内に対応出願の他国
での調査結果に基づく審査請求をする。
（D）優先日から54ヶ月以内に対応出願の他国
での審査結果に基づく審査請求をする。
ここで審査ルート（C）においては，他国で
の調査結果として，主に実際にはPCTの特許性
に関する国際予備報告（International prelimi-
nary report on patentability，以下「IPRP」）が
提出される。審査ルート（D）においては，他
国での審査結果として，所定官庁９）での対応他
国出願の審査の最終結果が提出される。
シンガポールは2014年２月14日に改正特許法

が施行され，それ以降に出願（分割出願を含む）
またはPCT国内移行された特許出願の審査に改
正法が適用される。
前述の４つの審査ルートから，出願人が選択

する点については法改正前後で同様である。法
改正前後の違いとして以下の点が挙げられる。
まず，審査ルート（D）を選択した場合にお
いて，法改正前では行われていなかった補充審
査（Supplementary Examination）が，法改正
後では行われるようになった点が挙げられる。
さらに，法改正前では自己査定型の特許制度

であったため，特許要件を満たしていない出願
であっても，出願人の意思により特許が付与さ
れていた。それに対して，法改正後では，自己
査定型の特許制度が廃止されたため，シンガポ
ール知的財産庁（Intellectual Property Office 
of Singapore，以下「IPOS」）が調査及び実体
審査を行うようになり，IPOSの審査結果が肯定
的な場合にのみ特許が付与されるようになった。
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また，法改正前では，特許登録料納付前まで
の任意の期間において自発補正が可能であった
のに対して，法改正後では，審査ルート（A）
～（D）の各審査の請求が行われるまでの期間
においてのみ，自発補正が可能になった点や，
スロートラック及びファストトラック10）の選択
が廃止された点などが挙げられる。

3 ．	分析対象

本稿では，シンガポール出願のうち，日本の
出願人にとって利用が多いと考えられるPCTル
ート経由での出願を分析対象とした。なお，本
分析の開始時点では，審査結果（審査経過）が
効率的に得られる法改正後の出願が極めて少な
く，やむを得ず法改正前の出願を分析対象とし
たことをご承知いただきたい。
前述の通り，法改正前では自己査定制度で特
許登録されているため，登録率ではなく，登録
までにかかる期間を分析するのが有効と考え
た。なぜならば，登録までにかかる期間が短い
出願は，この期間に行うアクション数が少なく，
費用も抑えられて効率よく特許されたものと推
定できると考えたためである。なお，登録まで
の期間などの経過情報については，Webで公開
されているIPOSのデータベース（以下「eSearch」）
から入手可能である。このeSearchから得られ
る審査経過情報は，限定的なものである。しか
し，より詳細な包袋情報については代理人等を
通じて現地で入手する必要があるため，本分析
ではeSearchで得られる情報の範囲で分析した。

4 ．	審査ルートに着目した分析と考察

4．1　分析対象案件の抽出

シンガポール移行後の４つの審査ルートの特
徴を分析することを目的として，商用データベ
ース（PatentSQUARE）を用い，以下①～③
の条件全てを満たすPCT出願263件を抽出した

（抽出日：2015年12月25日）。
①  国際出願日が2011年１月１日以降2011年３
月31日までのPCT出願

②  JPOが受理官庁である出願（出願番号から特
定）

③  シンガポールに移行されている出願（IPOS
が発行した公開公報番号から特定）

4．2　分析方法

4．1節で抽出したPCT出願263件について，
以下の５点を分析した。公開データを確認するた
めのツールとして，eSearchの他，主には，世界
知的所有権機関（WIPO：World Intellectual 
Property Organization），欧州特許庁（EPO：Eu-
ropean Patent Office），JPO及び米国特許商標
庁（USPTO：United States Patent and Trade-
mark Office）がそれぞれ提供するPATENT 
SCOPE，Espacenet，J-PlatPat及びPublic Pair
を使用した。

（1）国際段階での特許性判断
対象案件のIPRP（国際予備審査が請求され

ている場合には国際予備審査報告（IPER），国
際予備審査が請求されていない場合には国際調
査機関による見解）を国際段階の特許性判断結
果として確認し，「全ての請求項に対して特許
性がある（Positive）」と判断された案件，「一部
の請求項に対して特許性がある」と判断された
案件，及び「全ての請求項に対して特許性がな
い（Negative）」と判断された案件を，それぞれ「全
Ｐ」，「一部Ｐ」及び「全Ｎ」と分類して表現した。

（2）シンガポール審査ルートの選択
４つの審査ルートのうち，いずれの審査ルー

トが選択されたのかについて分析した。この審
査ルートの選択結果については，eSearchの経
過情報の記載を確認することによって行った。
審査ルート毎の経過情報の記載については，具
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体的に以下の括弧内において示す通りである。
（A）調査と審査を別請求（Request for an ex-
amination）
（B）調査と審査を同時請求（Request for com-
bined search and examination）
（C）特許性に関する国際予備報告提出（Rely 
on IPRP）
（D）他国情報提出（Prescribed information）
さらに，審査ルート（A）及び（B）につい
ては，初回審査結果通知（ファーストアクショ
ン）の有無を確認した。

（3）シンガポール移行後の補正の有無
eSearchに４つの審査ルート経緯が記録され
た日を審査請求日として，シンガポール移行日
から審査請求日までの補正の有無を確認した。

（4）シンガポール審査状況
審査状況が「審査中」，「特許」，「放棄」のう
ちいずれに該当するかを分析した。「特許」とは，
特許査定の通知があったことを意味し，「放棄」
とは，出願が放棄された，又は審査結果通知後
に出願が放置されたことにより，特許を受ける
ことができなくなった状況を意味する。

（5）シンガポール審査日数
審査状況が「特許」の案件について，前述の
審査ルートが選択された日からシンガポールで
特許査定を受けるまでの期間を「シンガポール
審査日数」として定義して算出した。

4．3　分析結果と考察

（1）国際段階の特許性判断と補正の有無
図１に国際段階の特許性判断とシンガポール
移行後の補正の有無の関係を示す。分析対象の
263件のうち，「全Ｐ」，「一部Ｐ」及び「全Ｎ」
の案件数が，それぞれ77件，61件及び125件と
なっている。国際段階の特許性判断で「全Ｐ」

であってもその６割程度がシンガポール移行後
に補正を行っていることが分かる。これは，日
本の出願人が国際段階での特許性の判断のみで
はなく，他国での審査の状況などを総合的に判
断しているためと考えられる。

（2）国際段階の特許性判断と審査日数
分析対象の263件のうち，データ抽出日時点

で審査請求されている案件は218件あり，うち，
179件が特許されていた。この179件を対象とし
て，国際段階での特許性判断と補正の有無ごと
に審査日数（審査請求日から特許査定日までの
日数）の平均値をまとめたものを図２に示す。

国際段階で「全Ｐ」の場合のシンガポール移
行後の審査日数は，「一部Ｐ」，「全Ｎ」の場合
の審査日数よりも短い傾向がある。
補正の有無に着目すると，「一部Ｐ」及び「全

図１　国際段階の特許性判断と補正の有無
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図２　国際段階の特許性判断と審査日数
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Ｎ」の場合には，「補正有」の平均審査日数が「補
正無」の平均審査日数よりも短いのに対して，
「全Ｐ」の場合には「補正有」の平均審査日数
が長くなっている。
この理由として，国際段階で「全Ｐ」の場合

には，自発補正を行うことによって，国際段階
の請求項を自主的に変更（拡大）したこと，ま
たは，自発補正を行わずに審査を受け，国内段
階でのsearch opinionで否定的な見解を受けた
ために必要な補正（他国情報提出を含む）した
ことにより，審査日数が長くなったことが想定
される。
これは，国際段階で特許性が否定された請求

項がある場合には，他国で補正して特許査定さ
れた結果を用いてシンガポールで自発補正を行
ってから審査請求することによって，シンガポ
ール国内での審査日数を短くできることを示し
ている。

（3）審査ルートによる審査状況と審査日数
審査ルート別の審査状況と審査日数の関係に

ついて検討する。図３に審査ルート別の2015年
12月データ抽出時点での審査状況（審査中，特
許，放棄のいずれか）を示す。前項に示した審
査請求された218件のうち，審査ルート（D）
によるものが86件と最も多く，審査ルート（A）
及び（B）の場合は，「放棄」あるいは「審査中」
の案件が散見された。

放棄案件のうち，図３に含まれる22件の国際
段階での判断は，「全Ｐ」，「一部Ｐ」及び「全Ｎ」
がそれぞれ４件，９件，及び９件となっている。
また，審査請求がされていない43件の国際段階
での判断は，「全Ｐ」，「一部Ｐ」及び「全Ｎ」
がそれぞれ７件，４件及び32件となっている。
このことから国際段階での特許性判断での否定
的判断に応じて，権利を放棄する傾向があり，
日本の出願人は自己査定制度を利用して，否定
的な特許性判断を残した状態でシンガポールに
おいて特許登録をさせるというような対応は行
っていなかったことが分かる。

（4）審査ルートと国際段階での特許性判断
図４に審査ルート別の国際段階の特許性判断

の内訳件数を示す。審査ルート（C）は，「全Ｐ」
あるいは「一部Ｐ」であるのに対し，その他の
審査ルートの場合は半数前後が「全Ｎ」であり，
日本の出願人は国際段階の特許性判断に応じて
審査ルートを選択していることが分かる。

（5）審査ルートと審査日数
図５に特許された179件について審査ルート

と平均の審査日数（審査請求から特許査定まで
の日数）を示す。
この図から２章に示した審査ルート（C）の
IPRP提出，又は審査ルート（D）の他国情報提図３　審査ルートと審査状況
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図４　審査ルートと国際段階の特許性判断
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出が行われることにより大幅に審査日数が短く
なることが明らかである。このことによって，
国際段階で特許性について肯定的な見解が得ら
れている場合にはIPRPを活用し，そうでない
場合には，他国での審査結果を活用することに
より，シンガポール国内での審査日数を大幅に
短縮可能であるといえる。ただし，今回の分析
では，審査日数をIPOSへの審査請求から特許
査定までの日数としており，出願から特許査定
までの日数ではないことに注意願いたい。また，
法改正後では，IPOSの審査官が審査を本格的
に実施することにより，今後，この日数が変化
する可能性もあることにも注意願いたい。

5 ．	他国情報審査の分析と考察

5．1　分析対象案件の抽出

４つの審査ルートのうち，対応他国出願の審
査の結果が他国審査情報（Prescribed Informa-
tion，以下「他国情報」）として提出されている
２章の審査ルート（D）の審査を受けた審査（以
下「他国情報審査」）の特徴について分析する
目的から，PatentSQUARE及びeSearchを用い
て，以下①～⑤の条件全てを満たすPCT出願33
件を抽出した（抽出日：2015年７月26日）。
①  国際出願日が2012年４月１日以降の出願
②  JPOが受理官庁である出願（出願番号から特定）

③  シンガポールに移行されている出願（IPOS
が発行した公開公報番号から特定）

④  eSearchの経過情報に“他国情報”を受理し
たことが掲載されている出願

⑤  シンガポールで特許査定を受けている出願
（他国情報審査は案件によって審査期間にバ
ラつきがあるものの，出願人自らが放置・
放棄しない限り特許査定を受けることから，
特許査定を受けた他国情報審査の特徴につ
いて分析した）

5．2　分析方法

5．1節の抽出において得られたPCT出願33件
について，４章と同様にシンガポール審査日数
を分析した他，以下の３点を分析した。

（1）他国情報の参照庁の推定
他国情報提出がいずれの庁の審査結果による
ものかについてeSearchの経過情報からは判断
できないため，
① 対応外国出願の特許査定日を確認し，
②  当該特許査定日のうち他国情報提出日以前
のものに対応する庁を特定し，

③  当該庁で特許査定を受けた請求項とeSearch
に登録された請求項に同一性があることを
確認することにより，参照庁を推定した。

（2）JPO早期審査の有無
推定された他国情報参照庁がJPOの案件につ
いて，早期審査が請求されたか否かをJ -PlatPat
から確認した。

（3）他国情報提出後の補正の有無
他国情報が提出された後に行われた補正の有
無を分析した。

5．3　分析結果と考察

表１に，他国情報審査の参照庁及びIPOSで

図５　審査ルートによる平均審査日数の比較
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の審査日数と，これらの審査日数の合計日数を，
参照庁及びJPOでの早期審査の有無の観点から
層別に示す。表中，「JP早期審査あり」「JP早
期審査なし」とは，参照庁がJPOであり，それ
ぞれ早期審査対象に該当あるいは非該当である
ことを示す。「米国審査」とは，参照庁が
USPTOであることを示す。

表１　他国情報の参照庁とIPOSにおける審査日数

件数
平均審査日数

参照庁 IPOS 合計
JP早期審査あり 25 134 100 234
JP早期審査なし 3 510 165 675
米国審査 5 476 96 572

他国情報審査33件の参照庁の内訳はJPO28
件，USPTO５件であり，JPOを参照庁とする
出願のうち25件がJPOの審査において早期審査
の対象であった。
参照庁での平均審査日数は，JPOで早期審査
案件が134日，非早期審査案件が510日，USPTO
審査案件が476日であった（日米では審査請求
制度の有無から，審査日数はそれぞれ，JPOに
ついては審査請求日及び特許査定日により，
USPTOについては米国移行日及び認可通知日
により算出している。）。
また，IPOSでの平均審査日数は，JPOで早
期審査案件が100日，非早期審査案件が165日，
USPTO審査案件が96日であった。さらに，参
照庁及びIPOSでの平均審査日数の合計は，JPO
で早期審査案件が234日，非早期審査対象案件
が675日，USPTO審査案件が572日であり，JPO
で早期審査対象のものは他の案件に比べ大幅に
短かった。
以上から，日本人の出願人はJPOの早期審査

を活用し，日本特許を機軸に速やかな権利化を
実現している案件が多いことがわかった。
表２に，他国情報審査のIPOSにおける審査
日数（他国情報提出日と特許査定日の差より算

出）を，他国情報提出後の補正の有無で分類し
た結果を示す。
補正がある場合には平均129日であるのに対
し，補正がない場合には95日であり，補正がな
い場合の方が１か月程度短いことがわかる。こ
のことからも他国情報提出時に現地プラクティ
スを考慮して十分に補正しておく手法が審査日
数を短くするのに有効であったと考えられる。

表２　	他国情報提出後の補正の有無に着目した
IPOSにおける審査日数

件数 平均審査日数
提出後補正あり 10 129
提出後補正なし 23 95

なお，対象案件33件の審査日数の最小は８日，
最大は480日であり，最大日数と最小日数の差
が大きく，その日数の分布に大きな偏りが見ら
れた。そこで，対象案件のうち，審査日数が
200日以上の計６件の詳細を調べたところ，そ
のうち５件が審査において無効（voided）にな
ったか，他国情報の提出後に補正されていたこ
とがわかった。他国情報の提出時に書類に不備
があることやその際の補正が不十分であること
が審査の大幅な遅延の原因になりうることが推
測された。

6 ．	英語PCT出願の分析と考察

6．1　分析の背景

受理官庁をJPOとしてPCT出願を英語で行う
場合には，国際調査機関（ISA）としてJPO又
はEPOを選択可能である。シンガポールのよう
に，英語が公用語である国にPCT出願を移行す
る場合には特に，国際調査機関としてEPOを選
択する（以下「ISA/EPO」）ことにより，JPO
を選択する（以下「ISA/JPO」）よりも，国際
段階で英語文献の先行技術を移行前に発見しや
すくなることになり，移行後の審査が優位にな
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るとも考えられる。その実態を調べるために，
本章においては，ISA/JPO案件とISA/EPO案
件に分離して比較することにより，分析を行った。

6．2　分析対象案件の抽出

前述の４章及び５章における抽出と同様に
PatentSQUARE及びeSearchを用いて，以下①
～④の条件全てを満たすPCT出願140件を抽出
した（抽出日：2015年12月25日）。
① 国際出願日が2011年１月１日以降の出願
②  JPOが受理官庁である出願（出願番号から
特定）

③ 出願言語が英語である出願
④  シンガポールに移行されている出願（IPOS
が発行した公開公報番号から特定）

6．3　分析方法

抽出された対象140件について，ISA/JPOと
ISA/EPOの案件に分離して，以下の３点の分
析を行った。なお，各分析方法の詳細は，前章
と同一である。

6．4　分析結果と考察

（1）国際段階の進歩性判断の比較
まず，対象140件について，ISA/JPOとISA/
EPOのそれぞれについて，国際段階の特許性判
断の比較結果に関する分析結果を示す。
図６のように，ISA/JPOの案件は95件である
のに対し，ISA/EPOの案件は45件であり，出
願言語が英語であるシンガポールに対して移行
された英語PCT出願であるにも関わらず，
ISA/JPOを選択した案件が多かった。
そして，特許性判断については，「全Ｎ」及

び「一部Ｐ」の案件の割合に関して，ISA/EPO
案件の割合（全45件のうち，36件）はISA/JPO
案件の割合（全95件のうち，66件）よりも高い
傾向がある。つまり，EPOはJPOよりも比較的
厳しい特許性判断の傾向を確認した。さらに，

引用文献の種類をランダムに確認してみたとこ
ろ，ISA/JPOの案件については，日本語文献あ
りの文献がほとんどであり，ISA/EPOの案件
については，英語文献のみの文献が散見された。
このことが，特許性判断の比較結果に影響を及
ぼしている可能性があると考えられる。
さらに，技術分野の傾向を比較してみたとこ

ろ，ISA/JPOの95件の内訳は，電機系58件，化
学系33件，製薬系２件，その他２件であり，
ISA/EPOの45件の内訳は，電機系５件，製薬
系25件，化学系７件，その他８件であった。シ
ンガポールへの移行が行われているPCT出願案
件のみを対象としている前提において，ISA/
JPOが選択された出願は電機・化学関連の技術
分野のものが多く，ISA/EPOが選択された出
願は製薬関連の技術分野のものが多いことが明
らかである。また，大半の出願人は，JPOと
EPOのいずれを国際調査機関として選択するの
かを決めており，両方の選択が行われている出
願人はほとんどなかった。

（2）シンガポール審査状況の比較
次に，データ抽出時点（2015年12月25日）に

おけるシンガポールの審査状況に関して，ISA/
JPOとISA/EPOの選択の違いに基づいて比較
を行った。
その結果は，図７に示されるように，審査中

の案件の比率を比べると，ISA/EPOの案件の
審査状況は，全45件のうち，22件存在している

図６　国際段階の特許性判断の比較
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のに対し，ISA/JPの案件の審査状況は，全95
件のうち，21件しか存在していない。したがっ
て，ISA/EPOの案件のほうが，ISA/JPOの案
件よりも，シンガポール審査が長引いている傾
向が明らかであった。ISA/EPOの案件のうち，
審査中の案件（22件）の内訳を調べてみたとこ
ろ，製薬系15件，化学系６件であるのに対し，
電機系は１件のみであり，技術分野による偏り
が特に大きかった。なお，この技術分野の分類
は，出願人名，発明の名称等の情報を基にして，
分析者が独自に行ったものである。

また，ISA/JPOの場合には特に，シンガポー
ル移行を行ったにも関わらず，審査請求されて
いない案件が多かった。その意図の詳細は不明
であるが，他国で有効な権利取得に失敗したた
め，シンガポールについても放棄をしている等
が考えられる。
また，放棄案件は合計34件（全140件の24.3％）

存在する。出願人は，自己査定制度を生かして，
放棄させずに特許させることは可能であったも
のの，実質的に権利行使できないような無効の
蓋然性の高い特許を，形式的に取得することは
せずに，放棄させているものと推測される。

（3）他国情報審査の比較
次に，対象140件について，５章と同様に，

他国情報が提出された案件を抽出し（対象28
件），参照庁を推定し，推定結果に関して，

ISA/JPOとISA/EPOの選択に基づいて比較を
行った。
その結果は，図８に示されるように，ISA/

JPOの案件（15件）のうち，７件の参照庁は
JPOであり，ISA/EPOの案件（13件）のうち，
７件の参照庁はEPOであった。つまり，機関と
して選択した国と，シンガポール審査において
審査情報を提出した国が一致する案件は，
JPO，EPOのいずれにおいても多い。したがっ
て，ISA/EPOの案件については，EPOの審査
が他の移行国の審査に比べて，特別に遅いわけ
ではないものと思われる。

そして，ISA/EPOの案件については，EP以
外の国の審査情報を提出した案件（６件）は全
てEP審査において特許されていなかった（審査
係属中であった）。逆に，EP審査において特許
された案件については全て，EP審査結果をシ
ンガポール審査において提出していることが把
握できた。したがって，出願人はEP審査の信
用性（EP特許と同一請求項である特許の権利
安定性）が高いと認識しているものと思われる。
一方，ISA/JPOの案件については，対象15件

のうち，EPに移行していない案件は３件のみ
であり，国際調査機関としてEPOを選択してい
ない案件については，EP審査は比較的遅い，
又は，特許されにくいものと思われる。

図８　他国情報審査の比較
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7 ．おわりに

今回の分析を通して，PCT出願における国際
段階とシンガポール移行段階の特許性判断の関
係について，定量的に明らかになった。
まず，日本の出願人はIPRP及び他国審査情
報を積極的に活用することにより，特許権の取
得を早期に実現できていること，国際段階の特
許性判断，及びシンガポール審査前の補正等の
活用により，有効性のある特許権の取得を狙う
傾向があることを確認できた。さらに，他国審
査情報については，JPOの特許査定の情報が多
く，日本での早期審査請求も積極的に活用され
ている実態を把握できた。シンガポールの改正
法によって，今後，新法が適用された審査が行
われるようになり，他の法制度が整ったとして
も，このような傾向や実態は継続されるものと
思われる。今後の変化についても注目したい。
また，英語PCT出願の活用状況については，
ISA/JPOを選択した場合，シンガポールでの権
利化が速やかに行われ，ISA/EPOを選択した場
合，国際段階で比較的進歩性が否定される可能
性が高い傾向，EPOにおける移行段階の審査は
遅くならない傾向を確認することができた。さら
に，ISAの選択は，技術分野によって大きな偏り
があったことを確認できた。なお，JPOは，2016
年１月１日以降の英語PCT出願に対して，国際調
査機関における調査手数料を値上げした11），12）。
出願人は，国際調査機関を選択する際には，調
査費用をふまえて，前述のようなISA/JPOと
ISA/EPOとの違いに基づく移行段階の審査に
おける影響を考慮して選択を行うべきである。
最後に，本稿における考察が，会員企業にと

って，シンガポール等の新興国における出願権
利化実務の一助となれば望外の喜びである。
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